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はじめに 

■計画の趣旨 

 

 本市の下水道事業は、平成元年３月 23 日に美作処理区の供用開始をかわきりに整備

をすすめてきました。 

 その後、平成 17 年３月 31 日、勝田町・大原町・東粟倉村・美作町・作東町・英田

町が合併し、美作市が誕生しました。このことにより下水道事業は、公共下水道事

業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、小規模集合排水処理事業、個

別排水事業及び特定地域生活排水事業の６事業を運営しています。 

 本市では、全ての下水道事業の面整備が平成 24 年度で終了し、令和 2 年 3 月 31 日

現在、本市の汚水処理施設普及率は 98.0％（岡山県計 87.3％）、水洗化率は 88.7％で

す。 

 

 岡山県内の排出はすべて閉鎖性水域である瀬戸内海や児島湖へ向かうことからも本

市の高い下水道普及率は、岡山県南への水質等環境保全にも大きく貢献しているとい

えます。 

 下水道は、機能が停止すると日常生活や社会経済活動に重大な影響があることか

ら、維持管理も重要な業務であり、建設後も施設・管渠等の老朽化への対処が必要と

なります。 

 本市下水道事業においては、平成元年供用開始当初の設備の老朽化が進行している

こと、また、各施設の建設時期が同じであることから、設備等の更新計画が重要にな

っています。膨大な下水道ストックを適切に管理しながら長寿命化、更新、施設の統

廃合などを一体的に展開しなければならない厳しい時期を迎えています。 

 また、地理的条件により多額の施設整備費用を投じ下水道施設整備を行いました

が、下水道事業の経営は料金収入だけで賄えず一般会計からの補てんを受け続けてい

る厳しい状況です。この状況を改善するため下水道施設の維持管理費や更新費用の節

減につながる取り組みを一層推進していく必要があります。 

 

 そこで、このような状況の中、今後の事業を計画的かつ効率的に展開していき、下

水道事業の経営健全化を図る指針とするため、下水道事業経営戦略を策定するもので

す。 
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■美作市下水道事業中期経営計画の改定 

 

 本市では、平成 26 年度に「美作市下水道事業中期経営計画」を策定しております。

本計画では、前回の計画の中間評価を行うとともに、社会情勢等の変化を踏まえ、「美

作市下水道事業経営戦略」として計画を改定するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

美作市下水道事業中期経営計画（改正版）

平成26年度～令和6年度

美作市下水道事業経営戦略

令和4年度～令和13年度

改

定

評

価
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英田浄化センター 平成 13 年３月 30 日供用開始 
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第１章 事業概要 

 1.  事業の現況                                            

① 事業 

 本市の下水道事業は，公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、

小規模集合排水処理事業、個別排水事業及び特定地域生活排水事業からなっています。  

 各事業について，表１-１-１から表１-１-６に示します。 

 

〇公共下水道事業（表１-１-１） 

供用開始年度（供用開始後年数） 平成元年 3 月 23 日 33 年経過 

処理区域内人口密度 18.99 人/ha 

流域下水道等への接続の有無 なし 

処理区数 ２地区 

処理場数 ２箇所 

管路延長 136km 

〇特定環境保全公共下水道事業（表１-１-２） 

供用開始年度（供用開始後年数） 平成 10 年 3 月 31 日 24 年経過 

処理区域内人口密度 17.82 人/ha 

流域下水道等への接続の有無 あり（公共関連特環） 

処理区数 ９地区 

処理場数 ８箇所 

管路延長 365km 

〇農業集落排水事業（表１-１-３） 

供用開始年度（供用開始後年数） 平成 8 年 3 月 29 日 26 年経過 

処理区域内人口密度 10.11 人/ha 

流域下水道等への接続の有無 なし 

処理区数 12 地区 

処理場数 11 箇所 

管路延長 105km 
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〇小規模集合排水処理事業（表１-１-４） 

供用開始年度（供用開始後年数） 平成 13 年 3 月 30 日 21 年経過 

処理区域内人口密度 33.50 人/ha 

流域下水道等への接続の有無 なし 

処理区数 ２地区 

処理場数 ２箇所 

管路延長 ２km 

 

〇個別排水処理事業（表１-１-５） 

供用開始年度（供用開始後年数） 平成 10 年 3 月 31 日 24 年経過 

処理区域内人口密度 32.07 人/ha 

流域下水道等への接続の有無 なし 

処理区数 － 

浄化槽基数 275 基 

管路延長 － 

 

〇特定地域生活排水事業（表１-１-６） 

供用開始年度（供用開始後年数） 平成 18 年 12 月 1 日 15 年経過 

処理区域内人口密度 44.75 人/ha 

流域下水道等への接続の有無 なし 

処理区数 － 

浄化槽基数 173 基 

管路延長 － 
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② 施設 

 本市下水道は６つの事業からなり、合併時 27 施設あった公共下水道、特定環境保全公

共下水道、農業集落排水及び小規模集合排水施設などの汚水処理施設は統合事業実施によ

り 23 施設となり、維持管理費の節減に一定の効果がありました。 

 今後も，計画的な改築・修繕を実施し，より一層の老朽化対策に努める必要がありま

す。 

 各施設について，表１-１-７に示します。 

（表１-１-７）施設の概況 

事業 処理場名称 供用開始日 

公共下水道 
美作浄化センター 平成元年３月 23 日 

楢原浄化センター 平成 17 年３月 30 日 

特定環境保全 

公共下水道 

勝田浄化センター 平成 17 年７月１日 

大原浄化センター 平成 12 年 10 月１日 

西南浄化センター 平成 15 年３月 24 日 

江見浄化センター 平成 13 年３月 30 日 

土居浄化センター 平成 12 年３月 31 日 

吉野浄化センター 平成 14 年３月 29 日 

粟井浄化センター 平成 10 年３月 31 日 

英田浄化センター 平成 13 年３月 30 日 

農業集落排水 

梶並農業集落排水施設 平成 22 年３月 31 日 

東粟倉地区汚水処理施設 平成 10 年３月 15 日 

田殿クリーンハウス 平成 10 年７月 10 日 

南海浄化施設 平成８年３月 29 日 

蓮花寺浄化施設 平成８年３月 29 日 

角南浄化施設 平成９年３月 31 日 

日指浄化施設 平成 10 年３月 31 日 

大聖寺浄化施設 平成 11 年３月 31 日 

福山東浄化施設 平成 11 年３月 31 日 

福山西浄化施設 平成 12 年３月 31 日 

名杭・中河内農業集落排水処理施設 平成 13 年３月 30 日 

小規模集合排水 
木地山小規模集合排水施設 平成 20 年３月１日 

高原浄化施設 平成 13 年３月 26 日 
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事業名 処理区名 番号 摘要

 美作処理区 ①  美作エリア

 楢原処理区 ②  美作エリア

 西南処理区 ③  美作エリア

 英田処理区 ④  英田エリア

 江見処理区 ⑤  作東エリア

 土居処理区 ⑥  作東エリア

 粟井処理区 ⑦  作東エリア

 吉野処理区 ⑧  作東エリア

 大原処理区 ⑨  大原エリア

 勝田処理区 ⑩  勝田エリア

 田殿地区 ⑪  美作エリア

 下香山地区 ⑫  勝央町事業主体

 南海地区 ⑬  作東エリア

 蓮花寺地区 ⑭  作東エリア

 角南地区 ⑮  作東エリア

 大聖寺地区 ⑯  作東エリア

 日指地区 ⑰  作東エリア

 福山東地区 ⑱  作東エリア

 福山西地区 ⑲  作東エリア

 名杭中河内地区 ⑳  英田エリア

 東粟倉地区 ㉑  東粟倉エリア

 梶並地区 ㉒  勝田エリア

 高原地区 ㉓  作東エリア

 木地山地区 ㉔  勝田エリア

公共下水道

特定環境保全

農業集落排水

小規模集合排水

凡例
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③ 使用料 

 本市の下水道使用料は、基本料金と超過料金から構成される二部使用料制を採用してい

ます。 

 

 

 

下水道事業の使用料体系について，表１-１-８および表１-１-９に示します。 

（表１-１-８）下水道使用料（1 か月あたり，税抜） 

（表１-１-９）使用料体系 

一般家庭使用料体系 表１-１-８に示すとおりです。 

業務用使用料体系 
特別な規定はありません。 

一般家庭使用料と同じ使用料体系となります。 

その他の使用料体系 特別な規定はありません。 

 

  

区分 基本料金 超過料金（1 ㎥あたり） 

下水道 ６㎥まで 900 円 １㎥毎 145 円 

●基本料金：使用水量にかかわらずご負担いただく料金です。 

●超過料金：使用水量に応じてかかる料金で、一定水量（基本水量：1 カ月６㎥）を超

えた場合に使用水量に応じて１㎥単位で加算されます。 
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④ 組織 

令和３年度現在，本市下水道課は 12 名で構成されています。本市下水道課組織図を図１

-１-10 に示します。 

 

（図１-１-10）美作市下水道課組織図 

 

  

支所：３人

工務：２人

管理：２人

庶務係：３人

工務係

下水道課長：１人 課長補佐：１人
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 2.  経営比較分析表を活用した現状分析                            

① 経営比較分析表の概要 

 経営比較分析表とは，総務省が示した統一様式により，公営企業における経営や施設の状

況を表す指標について，経年変化や類似団体平均との比較分析を行うことで，現状や課題等

を把握することができる資料です。 

 経営比較分析表については、別添します。 

 

② 美作市下水道事業における経営分析 

 ここでは，直近 5 年間における本市の各指標値及び類似団体平均値（事業別）との比較

を示します。 

 本市の数値については、各事業を合算した下水道事業の指標となっており、他団体平均

は，各事業の類似団体平均値となっています。  

 

 

 

  

年度 H27 H28 H29 H30 R1 R2

美作市 95.17 96.00 97.37 98.34 97.65 98.19

公共 110.80 110.07 106.70 103.85 104.01 －

特環 100.94 100.85 102.13 101.72 102.73 －

農集 99.64 99.66 100.95 101.77 103.60 －

小規模 94.85 96.10 97.69 91.26 99.20 －

個別 93.17 91.08 93.87 86.84 89.75 －

生排 89.69 85.72 93.44 90.02 93.76 －

① 経常収支比率（％）

計算式

経常収益
× 100

経常費用

評価

　令和２年度は98.19％と100％を下回っており、経常的な

収支では赤字となっていることがわかる。100％に近い数

字ではあるものの、経費回収率は61.6％と低い数値となっ

ており、使用料収入以外の収入（主に一般会計繰入金）に

依存している状態といえる。

他団体平均（事業別）

指標の説明

　当該年度において、使用料収入や一般会計からの繰入金

等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄

えているかを表す指標である。100％以上が望ましい。
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年度 H27 H28 H29 H30 R1 R2

美作市 432.80 443.72 429.39 452.37 476.30 487.79

公共 31.45 31.40 26.14 39.03 26.18 －

特環 101.85 110.77 109.51 112.88 94.97 －

農集 214.61 225.39 224.04 227.40 193.99 －

小規模 1,033.78 929.29 1,037.73 1,597.09 1,500.46 －

個別 244.23 213.24 231.75 254.32 249.76 －

生排 124.89 129.73 123.58 221.28 173.09 －

指標の説明

×100

　令和２年度は494.88％と累積欠損金が発生しており、望

ましい状況でないことがわかる。単年度の営業収益の金額

に影響されるものの、毎年度赤字が発生していることによ

り、当該指標も増加傾向にある。

他団体平均（事業別）

評価

　営業収益に対する累積欠損金（営業活動により生じた損

失で、前年度からの繰越利益剰余金等でも補塡することが

できず、複数年度にわたって累積した欠損金のこと）の状

況を表す指標である。0％であることが望ましい。

営業収益－受託工事収益

当年度未処理欠損金

計算式

② 累積欠損金比率（％）

年度 H27 H28 H29 H30 R1 R2

美作市 53.52 55.98 61.43 66.84 63.92 61.60

公共 68.21 74.04 80.58 88.98 86.94 －

特環 66.22 69.87 74.30 72.26 71.84 －

農集 52.19 55.32 59.80 57.77 57.31 －

小規模 32.91 34.02 37.20 35.03 34.99 －

個別 53.76 52.27 52.55 52.23 50.06 －

生排 57.03 55.84 57.08 55.85 53.23 －

計算式

③ 経費回収率（％）

× 100
下水道使用料

汚水処理費

（公費負担分を除く）

他団体平均（事業別）

評価

指標の説明

　使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えてい

るかを表した指標であり、使用料水準等を評価することが

可能である。 100％以上であることが望ましい。

　経常的に100％を大幅に下回っており、使用料収入以外

の収入で費用を賄っている状況にある。事業の性質上、山

間部や過疎地域では採算がとれない場合が多いが、使用料

収入の確保及び汚水処理費の削減に努める必要がある。
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年度 H27 H28 H29 H30 R1 R2

美作市 86.77 87.39 87.68 87.15 88.67 88.73

公共 83.96 84.12 84.17 92.87 91.64 －

特環 82.90 83.50 83.06 83.32 83.75 －

農集 84.32 84.58 84.84 84.86 84.98 －

小規模 88.64 89.93 89.88 91.52 90.33 －

個別 84.69 82.94 82.91 83.85 81.21 －

生排 68.15 67.49 67.29 65.57 60.12 －

　平成27年度から徐々に増加しており、類似団体と同程度

の水準で推移している。水洗化は、水質保全及び使用料収

入の増加につながるため、今後もHPや個別訪問により接

続促進に努める必要がある。

他団体平均（事業別）

評価

指標の説明

　現在処理区域内人口のうち、実際に下水道に接続して汚

水処理している人口の割合を表した指標である。 公共用水

域の水質保全や、使用料収入の増加等の観点から100％と

なっていることが望ましい。

④ 水洗化率（％）

× 100

現在水洗便所

設置済人口

現在処理

区域内人口

計算式

年度 H27 H28 H29 H30 R1 R2

美作市 36.10 38.35 40.47 42.61 44.70 46.67

公共 22.60 26.91 26.81 38.45 31.19 －

特環 22.79 22.77 23.93 24.68 24.68 －

農集 22.41 22.90 24.87 24.13 23.06 －

小規模 33.58 32.36 31.73 30.28 31.00 －

個別 38.32 40.67 42.61 44.22 39.64 －

生排 14.97 16.16 16.42 16.41 16.63 －

指標の説明

　有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度

進んでいるかを表す指標で、資産の老朽化度合を示してい

る。

評価

　当該指標は、他団体と比べ高い数値となっており、老朽

化が進んでいることがわかる。現時点で、法定耐用年数を

経過している管渠はないが、老朽化が進むと修繕のための

支出が増加するため、計画的な改築・予防修繕を実施して

いく必要がある。

他団体平均（事業別）

有形固定資産

減価償却累計額

有形固定資産のうち

償却対象資産の帳簿原価

⑤ 有形固定資産減価償却率（％）

計算式

× 100
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第２章 将来の事業環境 

 1.  処理区域内人口の予測                                       

 本市の人口推移予測を図２-１-１に示します。 

 人口は、平成 17 年 3 月 31 日の 6 町村合併以降、減少を続けています。市全体の人口減

少に伴い，各事業の処理区域内人口も減少する見込みです。 

 

（図２-１-１）美作市行政区域内人口推移の予測 

 

【美作市人口ビジョン（令和２年３月改定）より】 
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 2.  有収水量の予測                                         

 下水道使用料の算定対象となる水量の有収水量は、人口と共に減少する見込みです。下水

道事業６事業全体の年間有収水量の予測値を図２-２-１に示します。 

 

（図２-２-１）年間有収水量の予測（単位：千㎥） 

 

 本市では、全ての下水道事業の面整備が平成 24 年度で終了しており、今後の大幅な有

収水量の増加は見込めません。 

 下水道使用料の算定対象とならない不明水の原因をつきとめ対処するとともに、水洗化

促進に関する情報発信の強化を行い、有収水量の維持・増加を図ります。 
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（千㎥）
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 3.  使用料収入の見通し                                      

 使用料収入推移の見通しについて，図２-３-１に示します。 

 有収水量の減少に伴い、使用料収入も減少していく見込みです。 

 

（図２-３-１）使用料収入の見通し（単位：千円） 
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 4.  施設の見通し                                          

 本市では、全ての下水道事業の面整備が平成 24 年度で完了しており、下水道事業は整備

主体の時期から、維持管理・更新の時期へとシフトしていると言えます。本市の下水道施設

は建設時期が近く、施設や機器の老朽化が重なることで維持管理費や更新費用の増大が見

込まれます。 

 一方で、先述したとおり、合併後の本市の人口は減少を続けており、今後も減少が続く見

込みとなっています。人口減少に伴い下水道使用料も減少する見込みであり、下水道事業の

経営は一層の厳しさを増していくものと考えられます。 

 このような変化を見据え、下水道施設の維持管理費や更新費用の削減につながる取り組

みを一層推進していきます。 

 

 

■汚水処理施設統廃合計画 

 処理施設の統廃合は、より効率的な汚水処理の計画に基づき施設数を減らすことによっ

て、維持管理費や更新費用の削減を目指すものです。 

 図２-４-１に処理施設の統廃合模式図を示します。 

 

（図２-４-１）処理施設統廃合模式図 
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 図２-４-２に、今後、処理施設統廃合をした場合と、しなかった場合の施設維持管理費見

込み額を示します。現行の予定では、本経営戦略の期間中（～令和 13 年度）に総額で    

およそ１億 3,200 万円の削減効果が見込まれています。 

 

（図２-４-２）処理施設統廃合による経済性比較（維持管理費） 

 

 

（図２-４-３）統廃合スケジュール 
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農集 名杭・中河内 H12

農集 田殿 H10

公共 楢原 H16

小規模 吉 H12

特環 西南 H14

農集 豊田 H15

農集 平福 H11

小規模 高原 H12

美作
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小規模 木地山 H19

予定 実績 
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 5.  組織の見通し                                          

 組織編成について，当面は大幅な見直しは考えていませんが、将来にわたって、ライフラ

インとしての下水道を維持するためには、下水道に関する専門的な知識や経験を有する職

員の確保が重要です。（人材育成） 

そのためには、職員数の削減や熟練職員の退職等により、これまで積み上げられてきた知

識や技術が途絶えてしまうことのないよう、職員間で共有化を図り、次世代に継承していく

必要があります。（技術継承） 

 

 本市下水道事業における、「人材育成」と「技術継承」に対する考え方は、次のとおりで

す。 

 

■人材育成・・・職員の資質向上 

 下水道事業は、公共の利益を目的とするとともに、企業の経済性を発揮し運営することを

経営の原則としている公営企業です。一般行政との違いは、税金ではなく、提供した行政サ

ービスの対価として支払われる使用料を事業運営の財源としていることにあります。 

 よって、公営企業の職員は、本来の目的である公共の福祉の増進を図るとともに、企業の

経済性を発揮させることができる人材の育成が必要となります。 

 本市下水道事業では、組織を支える職員一人ひとりが求められる能力や役割について深

く理解するとともに、仕事に対するチャレンジの姿勢を持ち、主体的に行動することができ

る職員を育成します。 

 

■技術継承・・・知識や技術を次世代へ継承 

本市下水道事業は、施設整備が主体であった時期から維持管理・更新の時期へとシフト

しています。その中で、本市下水道事業の拡張整備を支えてきた熟練職員の退職や業務の

民間委託化によって、組織内部の技術やノウハウが失われることがないように、マニュア

ルの整備や研修等を充実させることはもちろん、蓄えてきた技術やノウハウを次世代へ引

き継いでいきます。 
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第３章 経営の基本理念 

 1.  経営の基本理念                                          

  

 

本市では下水道事業の面整備が完了し、下水道による快適な生活環境を実現していま

す。今後は、施設の老朽化や人口減少などで厳しい事業運営が予想されますが、職員一同

の知恵と工夫で様々な取り組みを行うことにより、持続可能な下水道経営を目指す意思を

示したものです。 

 

  

【経営の基本理念】 

知恵と工夫により新たな取り組みを行い、快適な生活

環境の実現と持続可能な下水道経営を目指す。 
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 2.  経営の基本方針                                          

 

 本市下水道事業では、前項の基本理念に基づき、安全で快適な下水道サービスを持続

的・安定的に提供していくために、より具体的な次の３つの基本方針を定め事業経営に取

り組みます。 

 

１）時代の変化に柔軟に対応できる人材の育成 

 高品質な下水道事業サービスを持続的に提供するためには、「ヒト」「モノ」「カネ」「情

報」の経営資源が極めて重要となります。その中で、「モノ」「カネ」「情報」を効果的に

活用できるかを左右するのは「ヒト」です。 

 本市下水道事業では、「ヒト」が最も重要な財産であると考え、時代の変化に柔軟に対

応できる人材の育成に取り組みます。 

 

２）広域化・共同化・統廃合への取り組み 

人口減少、下水道職員の減少、施設の老朽化が進行するなか、既存ストックをそのまま

維持するのではなく、時代や環境の変化に対応した適正な施設規模にすることが求められ

ます。 

持続可能な下水道事業を実現するため、近接するエリアを可能な限り統合する、広域化

共同化に取り組みます。 

 

３）ストックマネジメント計画に基づく計画的な改築・更新 

限られた予算や人員の中で、効果的に施設管理を行うためには、下水道施設全体を俯瞰

し、施設全体を対象とした中長期的な維持管理方針を定め、事業費の削減平準化を図る必

要があります。 

これを実現するため、ストックマネジメント計画を策定し、国費充当による計画的な改

築更新に取り組みます。 
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旧因幡街道大原宿・古町町並み保存地区 

 

 

 

  

岡山県美作三湯のひとつ湯郷温泉（別名「鷺の湯」）に設置されている

デザインマンホール。 

湯郷温泉は今から 1200 年ほど昔の平安時代、慈覚大円仁法師が白鷺に

導かれ発見したと伝えられています。 

 

鳥…鷺（サギ） 花…梅の花 
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第４章 投資・財政計画（収支計画） 

 1.  投資・財政計画（収支計画）                                  

巻末に掲載します。（P37 参照） 

 

 2.  投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明                   

① 収支計画のうち投資についての説明 

■建設改良費 

 建設改良費については、汚水処理施設統廃合に係る事業費や、ストックマネジメント計画

に基づく事業費等を計上しています。（統合計画は P18 参照） 

 建設改良費の財源は、主に企業債と国（県）補助金を充当する予定です。 
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② 収支計画のうち財源についての説明 

■使用料収入 

 これまでの有収水量の推移や将来の人口推計等を用いて，今後の有収水量を推計し，これ

を基に下水道使用料を算出しています。人口に伴い使用料収入も減少する見込みです。 

 

 

■企業債（借入） 

 建設改良費に係る企業債の発行額は、令和４年度から令和 13 年度の計画期間中で年平均

約 4 億円を見込んでいます。 
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■他会計繰入金 

令和２年度決算では、およそ 22 億円あった他会計繰入金ですが、計画期間中で減少する

見込みとなっています。 

繰入金は、営業費用のうち一般会計等が負担するものや、営業費用の補助のための繰入で

ある収益的な繰入と、建設改良費や、その財源の企業債を返済するための財源となる資本的

な繰入に分けられます。 

資本的な繰入は、企業債の返済が進むことに伴い、年々減少する見込みとなっています。 
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③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

■人件費に関する事項 

 職員の人件費等については，計画期間内の増員等は見込めないため現在と同水準で推移

することを見込んでいます。 

 

■経費に関する事項 

管渠費やポンプ場費等の営業費用について，本市においては，全ての下水道事業の整備が

完了しており，今後費用の大きな変化は見込んでおりません。経費のうち処理する汚水量の

増減に伴って変動する費用のみ、有収水量と対応するように見込んでいます。  

 

■減価償却費に関する事項 

既存の固定資産に係る減価償却費に加え，建設改良事業により新規に取得する固定資産

の減価償却費を見込み計上しています。 
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■支払利息に関する事項 

 既存の借入分に係る償還予定に加え、計画期間中の新規借り入れ分の見込み額を計上し

ています。 

平成初頭に発行した金利の高い企業債に関しては，今後続々と償還が終了する予定であ

るため，毎年度 3,000 万円前後減少していくことが見込まれます。 
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④ その他 

■企業債元金償還金 

既存の借入分に係る元金償還金に加え，計画期間中の新規借入分の元金償還金の見込み

計上しています。 

 令和 13 年度には、約 7 億 4 千万円程度に償還額が減少する見込みです。 

 

 

■企業債残高 

 令和３年度に 140 億円程度ある企業債残高も、令和 13 年度には 50 億円程度に減少する

見込みとなっています。 
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二刀流の剣聖 宮本武蔵 生誕地の美作市大原地域に設置されているデザイ

ンマンホール。 

二刀流を表す日本刀と宮本武蔵が作った刀の鍔「瓢箪鯰図鍔（ひょうたんな

まずずつば）」がデザインされています。 
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第５章 経営戦略の事後検証，改定等に関する事項 

本経営戦略は，PDCA サイクル（図５-１）に基づき，経営戦略策定（Plan）－取組の実

施（Do）－検証（Check）－再検討（Action）を実施します。 

 

●進捗管理（モニタリング） 

 投資及び財源の目標に沿った計画の進捗状況の確認と評価・検証を毎年度行います。 

 

●計画見直し（ローリング） 

 計画見直しにあたっては，進捗管理を踏まえ，計画の目標値と実績値の乖離状況につい

て検証を行い，３～５年毎に計画の見直しを行います。 

 

 

（図５-１）経営戦略の PDCA サイクル 
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②美作市下水道事業 年表 

昭和 52 年 1 月 公共下水道（美作処理区汚水及び雨水）事業認可 旧美作町 

昭和 52 年 3 月 公共下水道事業（雨水）事業着手 旧美作町 

昭和 60 年 11 月 公共下水道事業（美作処理区）工事着手 旧美作町 

平成 1 年 3 月 公共下水道事業（美作浄化センター）供用開始 旧美作町 

平成 5 年 3 月 特定環境保全公共下水道事業（土居処理区）事業認可 旧作東町 

平成 5 年 3 月 特定環境保全公共下水道事業（粟井処理区）事業認可 旧作東町 

平成 5 年 10 月 農業集落排水事業（南海地区）工事着手 旧作東町 

平成 5 年 10 月 農業集落排水事業（蓮花寺地区）工事着手 旧作東町 

平成 5 年 10 月 農業集落排水事業（角南地区）工事着手 旧作東町 

平成 5 年 10 月 農業集落排水事業（東粟倉地区）工事着手 旧東粟倉村 

平成 6 年 1 月 特定環境保全公共下水道事業（粟井処理区）工事着手 旧作東町 

平成 6 年 7 月 農業集落排水事業（中尾上相地区）工事着手 旧美作町 

平成 6 年 7 月 農業集落排水事業（田殿地区）工事着手 旧美作町 

平成 6 年 7 月 農業集落排水事業（日指地区）工事着手 旧作東町 

平成 6 年 10 月 特定環境保全公共下水道事業（大原処理区）事業認可 旧大原町 

平成 6 年 12 月 特定環境保全公共下水道事業（土居処理区）工事着手 旧作東町 

平成 7 年 2 月 特定環境保全公共下水道事業（江見処理区）事業認可 旧作東町 

平成 7 年 3 月 特定環境保全公共下水道事業（大原処理区）工事着手 旧大原町 

平成 7 年 5 月 農業集落排水事業（平福地区）工事着手 旧美作町 

平成 7 年 12 月 特定環境保全公共下水道事業（江見処理区）工事着手 旧作東町 

平成 8 年 3 月 農業集落排水事業（南海浄化施設）供用開始 旧作東町 

平成 8 年 3 月 農業集落排水事業（蓮花寺浄化施設）供用開始 旧作東町 

平成 8 年 9 月 特定環境保全公共下水道事業（英田処理区）事業認可 旧英田町 

平成 8 年 9 月 農業集落排水事業（福山東地区）工事着手 旧作東町 

平成 9 年 3 月 農業集落排水事業（角南浄化施設）供用開始 旧作東町 
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平成 9 年 4 月 農業集落排水事業（下香山地区）工事着手 旧美作町 

平成 9 年 6 月 農業集落排水事業（大聖寺地区）工事着手 旧作東町 

平成 9 年 9 月 特定環境保全公共下水道事業（英田処理区）工事着手 旧英田町 

平成 9 年 12 月 農業集落排水事業（福山西地区）工事着手 旧作東町 

平成 10 年 3 月 農業集落排水事業（東粟倉地区汚水処理施設）供用開始 旧東粟倉村 

平成 10 年 3 月 
特定環境保全公共下水道事業（粟井浄化センター）供用

開始 
旧作東町 

平成 10 年 3 月 農業集落排水事業（日指浄化施設）供用開始 旧作東町 

平成 10 年 7 月 農業集落排水事業（中尾上相クリーンハウス）供用開始 旧美作町 

平成 10 年 7 月 農業集落排水事業（田殿クリーンハウス）供用開始 旧美作町 

平成 10 年 10 月 特定環境保全公共下水道事業（西南処理区）事業認可 旧美作町 

平成 10 年 12 月 特定環境保全公共下水道事業（吉野処理区）事業認可 旧作東町 

平成 11 年 3 月 農業集落排水事業（名杭中河内地区）工事着手 旧英田町 

平成 11 年 3 月 農業集落排水事業（大聖寺浄化施設）供用開始 旧作東町 

平成 11 年 3 月 農業集落排水事業（福山東浄化施設）供用開始 旧作東町 

平成 11 年 4 月 農業集落排水事業（平福クリーンハウス）供用開始 旧美作町 

平成 11 年 7 月 小規模集合排水処理事業（吉地区）工事着手 旧美作町 

平成 11 年 7 月 特定環境保全公共下水道事業（西南処理区）工事着手 旧美作町 

平成 11 年 8 月 農業集落排水事業（豊田地区）工事着手 旧美作町 

平成 11 年 9 月 特定環境保全公共下水道事業（吉野処理区）工事着手 旧作東町 

平成 12 年 3 月 
特定環境保全公共下水道事業（土居浄化センター）供用

開始 
旧作東町 

平成 12 年 3 月 農業集落排水事業（福山西浄化施設）供用開始 旧作東町 

平成 12 年 6 月 小規模集合排水処理事業（高原地区）工事着手 
 

旧作東町 

平成 12 年 10 月 
特定環境保全公共下水道事業（大原浄化センター）供用

開始 
旧大原町 

平成 12 年 12 月 
農業集落排水事業（下香山地区）供用開始 

（勝央町吉野地区汚水処理施設へ） 
旧美作町 

平成 13 年 3 月 小規模集合排水処理事業（高原地区）供用開始 旧作東町 
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平成 13 年 3 月 公共下水道事業（楢原処理区）事業認可 旧美作町 

平成 13 年 3 月 
特定環境保全公共下水道事業（江見浄化センター）供用

開始 
旧作東町 

平成 13 年 3 月 
特定環境保全公共下水道事業（英田浄化センター）供用

開始 
旧英田町 

平成 13 年 3 月 
農業集落排水事業（名杭中河内農業集落排水処理施設）

供用開始 
旧英田町 

平成 13 年 3 月 小規模集合排水処理事業（吉地区）供用開始 旧美作町 

平成 13 年 4 月 特定環境保全公共下水道事業（勝田処理区）事業認可 旧勝田町 

平成 14 年 3 月 
特定環境保全公共下水道事業（吉野浄化センター）供用

開始 
旧作東町 

平成 14 年 8 月 特定環境保全公共下水道事業（勝田処理区）工事着手 旧勝田町 

平成 14 年 8 月 公共下水道事業（楢原処理区）工事着手 旧美作町 

平成 15 年 3 月 
特定環境保全公共下水道事業（西南浄化センター）供用

開始 
旧美作町 

平成 16 年 3 月 農業集落排水事業（豊田クリーンハウス）供用開始 旧美作町 

平成 17 年 3 月 公共下水道事業（楢原浄化センター）供用開始 旧美作町 

平成 17 年 3 月 

旧勝田町、旧大原町、旧東粟倉村、旧美作町、旧作東町、

旧英田町の 5 町 1 村の市町村合併により美作市が誕生 

下水道部下水道工務課及び下水道管理課を設置 

  

平成 17 年 7 月 
特定環境保全公共下水道事業（勝田浄化センター）供用

開始 
  

平成 17 年 7 月 農業集落排水事業（梶並地区）工事着手   

平成 18 年 4 月 機構改革により上下水道部下水道課となる   

平成 19 年 7 月 小規模集合排水処理事業（木地山地区）工事着手   

平成 20 年 3 月 小規模集合排水処理事業（木地山地区）供用開始   

平成 20 年 6 月 特定環境保全公共下水道事業（中筋処理区）工事着手   

平成 21 年 3 月 特定環境保全公共下水道事業（中筋処理区）供用開始   

平成 21 年 4 月 
地方公営企業法の財務規定を適用し企業会計を導入（法

適化） 
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平成 21 年 8 月 

平成 21 年 8 月 9 日台風 9 号豪雨災害による被災 

処理施設冠水被害 4 施設（土居浄化センター、平福クリ

ーンハウス、角南浄化施設、福山東浄化施設）、下水道管

渠破損 20 箇所、土砂流入 9 箇所、マンホールポンプ制御

盤冠水 20 箇所 

  

平成 22 年 3 月 農業集落排水事業（梶並農業集落排水施設）供用開始   

平成 26 年 4 月 消費税改正（5％→8％）に伴う料金改定  

平成 27 年 2 月 
美 作 市 下 水 道 事 業 中 期 経 営 計 画 を 策 定 （ 計 画 期 間

H27~R6） 
  

平成 27 年 4 月 機構改革により環境部下水道課となる   

平成 28 年 10 月 
料金改定（市内全域の使用料統一）基本 900 円/6ｍ3 ま

で、超過 145 円/ｍ3（税抜） 
  

平成 29 年 3 月 
農業集落排水中尾上相クリーンハウス（中尾、上相地区）

を廃止し公共下水道美作処理区へ統合 

条例改正 

平成 30 年４月 

平成 29 年 3 月 
美作小規模集合汚水処理施設（吉地区）を廃止し、公共下

水道美作処理区へ統合 

条例改正 

平成 30 年 4 月 

平成 30 年 3 月 

農業集落排水豊田クリーンハウス（海内、平田、北原、友

野、大原、猪臥地区）を廃止し公共下水道美作処理区へ統

合 

条例改正 

平成 30 年４月 

令和 1 年 10 月 消費税改正（8％→10％）に伴う料金改定   

令和 2 年 3 月 
農業集落排水平福クリーンハウス（平福、山口地区）を廃

止し公共下水道美作処理区へ統合 

条例改正 

令和 2 年 4 月 

令和 3 年 4 月 機構改革により都市整備部下水道課となる   

令和 4 年 3 月 

美作市下水道事業中期経営計画を評価し、新たに「美作

市 下 水 道 事 業 経 営 戦 略 」 と 改 称 し 策 定 （ 計 画 期 間

R4~R13） 

  

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

旧因幡街道大原宿・古町街並み保存地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

鳥取（因幡）から姫路（播磨）までを結び、古くから経済、文化、政治

に、あるときは軍事的にも利用された因幡街道。 

その宿場町として発展してきた歴史を持つ古町には「本陣」、「脇本陣」

の遺構が町の中心部に現存しています。 

後醍醐天皇が船上山（鳥取県）から京都へ引き上げるときもこの街道を

利用したと伝えられています。 

江戸時代後期から明治・大正期の町屋を中心に町並みが構成されてお

り、歴史的に重要な役割を果たした因幡街道の宿場町の景観を今なお保

っています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美作市下水道事業 

経営戦略 

令和４年３月 

美作市 都市整備部 下水道課 

 

〒707-0062 

岡山県美作市湯郷 932 

TEL：0868-72-6700 


